
1. 事業者の概要 ( 年 6 月 1 日 現在)

〒１６４－８６２２　

東京都中野区本町二丁目５４番１１号

2. 事業所の概要

住所　〒

／

（ 年 月 日実施）第三者評価の実施状況

研修の実施状況 　事業計画に基づき実施

１２ ３

事業所の名称

所在地
電話番号

事業内容

法人の沿革・特色

法人が保有する
事業所の種類

０４６－８３９－４４６７FAX

２０２４実施あり

２Ｆ

利用の対象者
横須賀市の住民である者

認知症の診断を受けており、要支援２又は要介護者

事業所番号

初回指定取得日

１Ｆ

２３９－０８４３

０４６－８３９－４４６６

株式会社アズ・レジデンス

役職

TEL

株式会社

前田　隆博

あずみ苑津久井浜

神奈川県横須賀市津久井一丁目１６番５７号

管理者名

1491901284

髙𣘺　るみ子 石渡　智

初回指定取得日
（介護予防）

２０２６年４月１日 ２０２６年４月１日

SK第102号17版（GH）（津久井浜）-①

2026

住所

氏名

介護事業　

2025　年　6　月　に設立

電話番号

居宅介護支援・通所介護・短期入所生活介護・訪問介護
認知症対応型共同生活介護・介護付有料老人ホーム・住宅型有料老人ホーム
訪問入浴介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・日常生活支援総合事業

０３－５３５０－０１２４

代表取締役

重要事項説明書

（介護予防認知症対応型共同生活介護・認知症対応型共同生活介護）

事業者(法人)名 法人種別

代表者

所在地
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3. 事業の目的及び運営の方針

4. 利用施設の概要

ヶ所

ヶ所

名 室

5. 事業所の職員体制

名 名 計画作成担当者兼務

名 名 計画作成担当者兼務

名 名 管理者兼務

名 名 管理者兼務

名 名

名 名

業務内容

管理者： 本事業所の従業員及び業務の管理を一元的に行うものとし、従業者に運営基準を遵守させる為の必要な

指揮命令を行います。

計画作成担当者： 適切なサービスが提供されるよう認知症対応型共同生活介護等計画を作成するとともに、連携する保健・

医療・福祉サービス等との連絡及び調整を行います。

介護職員： 認知症対応型共同生活介護等計画に基づき、介護サービス等の提供を行います。

２F
介護職員

利用定員

木造地上２階建（準耐火構造）

運営の方針

管理者
０

兼務状況

１F

１ ０

３ ３

計画作成担当者
１F １ ０

１F

２F

居室18 18（９名×２ユニット）

５１７.３３

2

2 （１ユニット１ヶ所）

■認知症によって自立した生活が困難になった要介護状態のお客様に対し、住み慣れた地域生活を継続で
きるよう家庭的な環境と地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、心身の特性を踏まえ、お客様が
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、食事、入浴、排せつ等の介護その他日常
生活上の世話及び機能訓練等必要な援助を行う。
■認知症によって自立した生活が困難になった要支援状態のお客様に対し、住み慣れた地域生活を継続で
きるよう家庭的な環境と地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、心身の特性を踏まえ、お客様が
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、食事、入浴、排せつ等の介護その他日常
生活上の世話及び機能訓練等必要な援助を行うことにより、お客様の心身機能の維持回復を図り、もってお
客様の生活機能の維持及び向上を目指す。
■事業の提供にあたっては、お客様の認知症状の緩和や悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画
的に行うものとする。
■事業の実施にあたっては、お客様一人ひとりの人格を尊重し、お客様がそれぞれの役割を持って家庭的な
環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行う。
■事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医
療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
■「指定地域密着型サービスの事業の人員等に関する基準等を定める条例（平成２４年横須賀市条例第７１
号）」及び「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等に関する基準等を定める条例（平成２４年横
須賀市条例第７２号）」に定める内容を遵守し、事業を実施する。

（９名×２ユニット）

３

延べ床面積

食堂建物の構造 （１ユニット１ヶ所）

㎡ 浴室

事業の目的

株式会社アズ・レジデンスが開設する指定認知症対応型共同生活介護事業及び指定介護予防認知症対応
型共同生活介護事業（以下これらをまとめて「事業」という。）の適正な運営を確保する為に人員及び管理運
営に関する事項を定め、事業所の管理者、計画作成担当者、介護職員等（以下「従業者」という。）が要支援・
要介護状態にある高齢者に対し、適切な指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型
共同生活介護（以下これらをまとめて「認知症対応型共同生活介護等」という。）を提供することを目的とする。

３

常勤兼務 非常勤兼務

１

２F １ ０

職種
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6. サービスの内容

（1） サービスの提供にあたっては、お客様の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ作成したサービス計画に沿っ

て計画的に提供します。

居室及び共用部分の清掃、日常衣類の洗濯、リネン類の交換などの日常生活の支援を行います。

健康状況や嗜好を考慮し、１日３食の食事の提供をします。

（食事時間の目安　：　朝食　７：００～　　　　昼食：１２：００～　　　　夕食：１８：００～　　）

お客様の身体の状況に応じた入浴の介助を最低週２回行います。

お客様の身体の状況に応じた排泄の介助を行います。

お客様の身体の状況に応じた機能訓練を行います。

季節の行事等を考えた催しを行っています。お客様の希望により参加できます。

（行事によって別途参加費がかかるものもあります。詳しくはその都度ご説明の上、承諾をいただきます）

介護保険の対象とならないサービス（利用金額の全額がお客様の負担になります。）

・特別な食事　　・理髪、美容　　・日常生活上必要となる諸用品

（2） 認知症対応型共同生活介護等計画については、お客様又はご家族に説明し、同意をいただいた上で交付します。

（3） サービス提供に当たっては、お客様の要介護・要支援状態の軽減、もしくは悪化の防止となるよう適切に行います。

（4） サービス提供は懇切丁寧に行い、分かり易いように説明します。もし、わからない事があればいつでも職員にお尋ね下さい。

（5） 職員は常に身分証明書を携行していますので、必要な場合はいつでもその場で提示をお求め下さい。

7. お客様負担金

お客様負担金は、次の３種類に分かれ、それぞれの自己負担分の合計額がお客様にご負担いただく金額となります。

Ⅰ 介護報酬に係るお客様負担金（介護保険負担割合証に記載の割合額）

【ご注意】

（1） お客様負担金のうち、介護報酬に係る費用は下記料金表記載のとおり、サービス毎に定められている単位数をもとに計算され

ます。

具体的には

ア） 基本額のうち、実際に受けたサービスの単位数の１ヶ月の合計を計算します。

イ） お客様がご利用いただいているサービスが加算額及び減算額項目に定める各該当要件を満たす場合には、それぞれ

定められた計算式に従い、ア）に加算及び減算処理を行います。

ウ） ア）及びイ）より計算された総単位数に地域区分　（ ） に応じた一単位の単価 （ 円 ）を

掛けた額が費用総額となります。

エ） 費用総額から９０％、８０％、７０％のいずれかを差し引いた額が介護報酬に係る費用の自己負担額となります。

式）　　介護報酬に係る費用の自己負担額＝費用総額　－　（費用総額　×　９０％） ＊１割負担の場合

式）　　介護報酬に係る費用の自己負担額＝費用総額　－　（費用総額　×　８０％） ＊２割負担の場合

＊３割負担の場合

（2） 下記料金表に記載されたカッコ内の金額はあくまで目安となります。

（3） 要支援・要介護度が変更になりましたお客様は、新しい要支援・要介護度確定後、介護保険証にて要支援又は要介護状態

区分をご確認いただき、下記の表にて該当部分をご確認下さい。

4級地

レクリエーション

サービス内容

入浴

排泄

１０.５４

式）　　介護報酬に係る費用の自己負担額＝費用総額　－　（費用総額　×　７０％）

機能訓練

食事

サービス種別

日常生活支援
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① 基本額

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

② 加算額（算定しない加算においては、網掛けをしております。）

 以下①から④のいずれの要件にも該当していること

①

②

③

④

( 円： 円 )

( 円： 円 )

( 円： 円 )

( 円： 円 )

( 円： 円 )

( 円： 円 )

２,５９２ ２６０

２,５９２ ５１９
２４６

２,５９２ ７７８

８２８

８４５

単位

８,９０６ １,７８２

１,２６４

右上　１割自己負担額)

中央　２割自己負担額)

８,５５８

８５６

２,５６８

８,５５８

該当要件中央　２割自己負担額)

２,３６９

７,９３６

認知症対応型
共同生活介護費

（Ⅱ）

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

単位

８,３０５

８３１

２,４９２

８,５５８

２,６７２

８,７２７ １,７４６

１,７１２

項目 該当要件

介護予防
認知症対応型

共同生活介護費
（Ⅱ）

右下　３割自己負担額)

７,８９４ １,５７９

７,９３６ １,５８８

８,３０５ １,６６１

右下　３割自己負担額)

要支援２ ７４９ 単位

単位

該当要件

右下　３割自己負担額)

中央　２割自己負担額)

若年性認知症のお客様ごとに個別の担当者を定め
ている場合

)

)

円

夜間及び深夜時間帯に基準より0.9名以上多く
配置している。

７,９３６

７９４

２,３８１

８,３０５

８,７２７

８,７２７

８７３

２,６１９

８,９０６

８,９０６

８９１

単位数 （左　費用総額　：

右上　１割自己負担額)

単位

項目 単位数 （左　費用総額　：

右上　１割自己負担額)

７,８９４

７,８９４

７９０

単位数 （左　費用総額　：

項目

単位

７５３

７８８

８１２

入院時費用加算
単位

入院後3ヶ月以内に退院が見込まれる入居者につ
いて、退院後の再入居の受入体制を整えているこ
と。

１,２６４ ２５３若年性認知症利用者受入加算 １２０ 単位

１２７

３８０

１,２６４

夜間支援体制加算（Ⅱ） ２５ 単位

２６３

２６３

２６３

(

(

)

見守り機器の利用者に対する導入割合が10％
である。

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保
及び職員の負担軽減に資する方策を検討する
ための委員会を設置し、必要な検討等が行わ
れている。
全ての開所日において夜間及び深夜の時間
帯の体制が人員配置基準を上回っている。

（１ヶ月に６回）

(

円

円

７９

５３

２７

円：

円：

円：
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( 円： 円 )  以下①から④のいずれの要件にも該当していること

( 円： 円 ) ①

( 円： 円 )

( 円： 円 ) ②

( 円： 円 )

( 円： 円 ) ③

( 円： 円 )

( 円： 円 ) ④

( 円： 円 )

( 円： 円 )

( 円： 円 )

( 円： 円 )

( 円： 円 )

( 円： 円 )

( 円： 円 )

 以下①から④のいずれの要件にも該当していること

①

③

④

( 円： 円 )  以下①及び②のいずれの要件にも該当していること

( 円： 円 ) ①

( 円： 円 ) ②

 以下①及び②のいずれの要件にも該当していること

①

②

初期加算

３１６

３０

３２

１２０

単位数

単位 )円

１３,４９１

１４４

６８０

１,２８０

７,１６７

１３,４９１

単位

円

６００ 円：

５７

(

( ６００

（左　費用総額　：

単位

単位

３１６

( ６００ 円：

円： １８０

単位

円

９５

中央　２割自己負担額)

右上　１割自己負担額)

６４

医療連携体制加算(Ⅰ)ロ
（要介護者のみ）

４７

７,１６７

４５６

１５２

過去3ヶ月間に当該事業所に入居したことがない場
合（但し、日常生活自立度のランクがⅢ、Ⅳ又はＭ
の方は過去1ヶ月間とする）

医師、看護職員、介護支援専門員、その他の
職種が共同でお客様の介護計画を作成し、説
明をし、同意をしている。

看取りの指針に基づき、医師等の連携の下、記
録を活用する旨の説明を受け、同意をしてい
る。

７,１６７

医師が一般に認められている医学的知見に基
づき回復の見込みがないと判断した方である。

１,４３４

２,１５１

医療連携体制加算(Ⅰ)イ
（要介護者のみ）

２,６９９

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プ
ロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った
取組を行うこと。

医療連携体制加算(Ⅰ)ハ
（要介護者のみ）

３７

円 )

単位

４９５ ５０

４９５ ９９

４９５ １４９

)

１,３５０

１３,４９１

３１６

)６０

円： ７８

該当要件

右下　３割自己負担額)

項目

１,５１７

１,５１７

１,５１７

死亡日前日
及び前々日

死亡日

看取り介護
加算

（要介護者
のみ）

死亡日前
31日以上
45日以下

７２ 単位

７５８ ７６

７５８ １５２

７５８ ２２８

７１７

３０４
死亡日前４日以上

３０日以下

４,０４８

)

(

単位

( ３８９ 円：

円(

３８９ )

３８９

円： １１７ 円

３９

看護師を常勤換算方法で1名以上配置してい
る。

看護師又は病院、診療所若しくは訪問看護ス
テーションの看護師との連携により、24時間連
絡できる体制を確保している。

 重度化した場合の対応指針を定めている。

②

入居時に③の内容をお客様又はご家族へ説
明し、同意を得ている。

上記(Ⅰ)イの②、③、④を満たしている。

看護師を1名以上確保（又は病院、診療所若し
くは訪問看護ステーションとの連携）している。

上記(Ⅰ)イの②、③、④を満たしている。

看護職員を常勤換算方法で1名以上配置して
いる。
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 以下①及び②のいずれの要件にも該当していること

①

②

（1） 喀痰吸引を実施している状態

（2）

（3）

（4） 中心静脈注射を実施している状態

（5） 人工腎臓を実施している状態

（6）

（7）

（8） 褥瘡に対する治療を実施している状態

（9） 気管切開が行われている状態

（10）留置カテーテルを使用している状態

（11）インスリン注射を実施している状態

①

②

( 円： 円 )

( 円： 円 )

( 円： 円 )

 以下①から③のいずれの要件にも該当していること

①

②

③

( 円： 円 )

( 円： 円 )

( 円： 円 )

協力医療機関連携加算
（要介護者のみ）

協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者等の病歴等の情報を共有する会
議を定期的に開催している。

４０ 単位

４２１ ４３

４２１ ８５

４２１ １２７

１００ 単位

( １,０５４ 円： １０６

１,０５４ 円： ３１７ 円

円

４００

円

( １,０５４ 円： ２１１ 円

(

( )

円： ８４４ 円

)

)

)

７９１

( ４,２１６

医療連携体制加算（Ⅱ）
（要介護者のみ）

４,２１６ 円： ４２２

４,２１６ 円：

( ５２

退居時相談援助加算
（１回限度）

５

単位

(

単位

( ５２ 円： ６ 円 )

( ５２ 円： １１ 円 )

円： １６ 円 )

)

)

１,２６５ 円

退居時情報提供加算
（１回限度）

２５０ 単位

２,６３５ ２６４

２,６３５ ５２７

２,６３５

医療機関へ退所する入所者等について、退所後の
医療機関に対して入所者等を紹介する際、入所者
等の同意を得て、当該入所者等の心身の状況、生
活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者等1人
につき1回に限り算定する。

入所者等の病状が急変した場合等において、
医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常
時確保している。

高齢者施設等からの診療の求めがあった場合
において、診療を行う体制を常時確保してい
る。

協力医療機関が以下①及び②のいずれの要件にも
該当していること

前3ヶ月において、次のいずれかに該当する状
態のお客様が1名以上いる。

人工膀胱又は人工肛門の処置を実施して
いる状態

経鼻胃管や胃ろう等の経腸栄養が行われ
ている状態

呼吸障害等により人工呼吸器を使用して
いる状態

重篤な心機能障害、呼吸障害等により常
時モニター測定を実施している状態

上記以外の協力医療機関と連携している場合。

医療連携体制加算(Ⅰ)のいずれかを算定して
いる。

お客様の利用期間が1ヶ月以上で、退居後に
居宅サービス又は地域密着型サービスを利用
する場合

退居日から2週間以内にお客様の退居後の居
宅地の管轄市町村及び老人介護支援センター
又は地域包括支援センターへお客様の介護状
況を示す文書を添え、お客様に係る居宅サー
ビス又は、地域密着型サービスに必要な情報
を提供する。

退居時にお客様及びご家族等に対し、退居後
の居宅サービス、地域密着型サービスその他
の保健医療サービス又は福祉サービスの相談
援助を行う。
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 以下①から③のいずれの要件にも該当していること

①

②

③

 以下①から③のいずれの要件にも該当していること

①

②

③

( 円： 円 )

( 円： 円 )

( 円： 円 )

( 円： 円 )

( 円： 円 )

( 円： 円 )

以下①及び②のいずれの要件にも該当していること

①

②

単位３

円

３１６ 円： ９５

該当要件

管理栄養士（外部との連携含む）が、日常的な栄養
ケアに係る介護職員への技術的助言や指導を行う
こと。

円

円

訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所
又はリハビリテーションを実施している医療提供施
設の理学療法士等や医師からの助言（アセスメント・
カンファレンス）を受けることができる体制を構築し、
助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能
の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等す
る。

２,１０８

３１６ ６４

円：

事業所又は施設において歯科医師又は歯科
医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助
言及び指導に基づき、お客様の口腔ケア・マネ
ジメントに係る計画が作成されている。

( １,０５４ 円：

)

円

円 )

３１

円：

１０

４２

項目 単位数 （左　費用総額　：

(

円：単位

(

)

( ３１６ 円： ６４ 円 )

日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭの方の
割合が入居者の2分の1以上である。

４２ 円： １３

認知症専門ケア加算（Ⅱ）

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科
衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る
技術的助言及び指導を月1回以上行っている。

１０６ 円 )

( １,０５４ 円： ２１１ 円

(

訪問・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療
法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合
又は、リハビリテーションを実施している医療提供施
設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が
訪問して行う。

)

２,１０８

生活機能向上連携加算（Ⅰ） １００ 単位

２,１０８

単位

( ３１６

３１

円： ５

７

円：

(

認知症専門ケア加算(Ⅰ)の要件を満たしてい
る。

３１

右下　３割自己負担額)

３１６ ９５

)

)

４２

(

生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００ 単位

栄養管理体制加算

４２２

口腔衛生管理体制加算

( 円

３０ 単位

３２ 円

右上　１割自己負担額)

中央　２割自己負担額)

３１６ ３２

３０

(

)

認知症専門ケア加算（Ⅰ）

４

従業者に対し、認知症ケアに関する留意事項
の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に
開催している。

認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置
し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
している。

)

６３３

円： ４

認知症介護実践リーダー研修修了者又は認知
症専門ケア に関する専門性の高い看護師を1
名以上配置し、チームで専門的な認知症ケア
を行っている。

２１１

認知症ケアに関する研修計画を作成し、計画
に従い、研修を実施又は実施予定である。

円 )

９ 円 )

１,０５４ 円：

３１７

(
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 以下①から④のいずれの要件にも該当していること

①

②

③

④

以下①及び②のいずれの要件にも該当していること

①

②

 以下①から③のいずれの要件にも該当していること

①

②

③

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

(

介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び
利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄
養状態について確認を行い、当該情報を利用者を
担当する介護支援専門員に提供していること（※栄
養アセスメント加算、栄養改善加算及び口腔機能向
上加算との併算定不可）

４２ 円 )

( ２１０ 円：

２０ 単位

科学的介護推進体制加算 ４０ 単位

入所者・利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機
能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等
に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出し、少な
くとも「3月に1回」に見直す。必要に応じてサービス
計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上
記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供す
るために必要な情報を活用していること。

円：

１５０ 単位

( １,５８１ 円 :

円 :

(Ⅰ)の①、③及び④に掲げる基準に適合してい
る。

事業所又は施設における利用者又は入所者
の総数のうち、周囲の者による日常生活に対す
る注意を必要とする認知症の者の占める割合
が2分の1以上である。
認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の
早期対応に資する認知症介護の指導に係る専
門的な研修を修了している者又は認知症介護
に係る専門的な研修及び認知症の行動・心理
症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ
研修を修了した者を1名以上配置し、かつ、複
数人の介護職員から成る認知症の行動・心理
症状に対するチームを組んでいる。

対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症
状の評価を計画的に行い、その評価に基づく
値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防
等に資するチームケアを実施している。

認知症の行動・心理症状の予防等に資する認
知症ケアについて、カンファレンスの開催、計
画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及
び程度についての定期的な評価、ケアの振り
返り、計画の見直し等を行っている。

)

４２１ 円： １２７ 円 )

( ４２１ 円： ８５ 円

口腔・栄養スクリーニング加算 ２１０

)

(

１２０ 単位

( １,２６４ 円：

認知症チームケア推進加算(Ⅰ)

１,５８１ 円 : ４７５ 円

１５９ 円

３１７ 円

円： ４３ 円

円 )

( １０５

(

認知症チームケア推進加算(Ⅱ)

) 感染症法第6条第17項に規定する第二種協定
指定医療機関との間で、新興感染症の発生時
等の対応を行う体制を確保している。

円 :

２１ 円 )

( ４２１

( ２１０

( １,５８１

)

)

)

１２７

円：

協力医療機関等との間で新興感染症以外の一
般的な感染症の発生時等の対応を取り決める
とともに、感染症の発生時等に協力医療機関
等と連携し適切に対応している。

診療報酬における感染対策向上加算又は外
来感染対策向上加算に係る届出を行った医療
機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感
染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以
上参加している。

高齢者施設等　　　　　　　　　　　　　
　　感染対策向上加算(Ⅱ)

５ 単位

５２ ６

５２

２１ 円 )

( １０５ 円 : ３２

１１

５２ １６

診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を
行った医療機関から、3年に1回以上施設内で感染
者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を
受けている。

認知症の行動・心理症状の予防等に資する認
知症介護に係る専門的な研修を修了している
者を1名以上配置し、かつ、複数人の介護職員
から成る認知症の行動・心理症状に対応する
チームを組んでいる。

円 )

( １,２６４ 円： ２５３ 円 )

( １,２６４ 円： ３８０ 円 )

６３ 円 )

高齢者施設等　　　　　　　　　　　　　
　　感染対策向上加算(Ⅰ)

１０ 単位

( １０５ 円 : １１ 円
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 以下①から④のいずれの要件にも該当していること

①

②

③

④

 以下①から③のいずれの要件にも該当していること

①

②

③

( 円 : 円 ) 以下のいずれかに該当すること

( 円 : 円 ) ① 介護福祉士70％以上

( 円 : 円 ) ② 勤続10年以上介護福祉士25％以上

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

以下のいずれかに該当すること

① 介護福祉士50％以上

② 常勤職員75％以上

③ 勤続7年以上30％以上

)円

２３１ ２４

１０５(

サービス提供
体制強化加算（Ⅰ）

サービス提供
体制強化加算（Ⅱ）

サービス提供
体制強化加算（Ⅲ）

)円

)

２５３円 :２,５２９(

２４０
(１日につき）

単位

６３

新興感染症等施設療養費

入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症に
感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う
医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入
所者等に対し、適切な感染対策を行った上で、該当
する介護サービスを行った場合に、1月に1回、連続
する5日を限度として算定する。

( )円７５９円 :

円 )

(

２,５２９

)円５０６円 :２,５２９(

円 :１０５(

２１１ 円

１８９ １９

１８９ ５７

６３ 円 : ７ 円

６

単位

単位

単位

(

１３ 円

介護福祉士60％以上

２３１ ７０

１８９

)

( ６３

(

円 :

３８

２３１ ４７

１１

)

見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入し
ている。

1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効
果を示すデータの提供(オンラインによる提出)
を行う。

生産性向上推進体制加算(Ⅱ)

円 : １９ 円

(１日につき）

(１日につき）

(１日につき）

２２

１８

円 :

１０ 単位

)円３２円 :１０５(

)円２１円 :

(Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改
善の取組みよる成果が確認されている。

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保
及び職員の負担軽減に資する方策を検討する
ための委員会の開催や必要な安全対策を講じ
た上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改
善活動を継続的に行っている。

１,０５４ 円 : １０６

( １,０５４生産性向上推進体制加算(Ⅰ) １００ 単位

1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効
果を示すデータの提供(オンラインによる提出)
を行う。

)

)

( １,０５４ 円 : ３１７

円

見守り機器等のテクノロジーを複数導入している。

職員間の適切な役割分担(介護助手の活用等)
の取組み等を行っている。
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以下①から⑦の要件に該当していること

① 経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上配置していること

② 改善後の賃金年俸440万円以上が1人以上

③ 職場環境の更なる改善、見える化

④ 資格や勤続年数に応じた昇給の仕組みの整備

⑤ 新加算（Ⅳ）の1/2（7.2％）以上を月額賃金で配分

⑥ 職場環境の改善（職場環境等要件）

⑦ 賃金体系等の整備及び研修の実施等

以下①から⑦の要件に該当していること

① 経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上配置していること

② 改善後の賃金年俸440万円以上が1人以上

③ 職場環境の更なる改善、見える化

④ 資格や勤続年数に応じた昇給の仕組みの整備

⑤ 新加算（Ⅳ）の1/2（7.2％）以上を月額賃金で配分

⑥ 職場環境の改善（職場環境等要件）

⑦ 賃金体系等の整備及び研修の実施等

下記の令和8年度特例要件⑧～⑩の追加要件にあたります。

⑧　訪問・通所サービス等：ケアプランデータ連携システムを利用している。又は利用することを誓約していること

⑨　施設サービス等：生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していること。又は算定を誓約していること

⑩　社会福祉連携推進法人に所属していること

介護職員等処遇
改善加算（Ⅰ）　イ

（介護報酬総単位数×21.0％加算）

介護職員等処遇
改善加算（Ⅱ）　イ

（介護報酬総単位数×20.2％加算）

上記②から⑦の要件に該当していること

介護職員等処遇
改善加算（Ⅰ）　ロ

（介護報酬総単位数×22.8％加算）

介護職員等処遇
改善加算（Ⅱ）　ロ

（介護報酬総単位数×22.0％加算）

上記②から⑩の要件に該当していること

介護職員等処遇
改善加算（Ⅲ）

（介護報酬総単位数×17.9％加算）

上記④から⑦の要件に該当していること

介護職員等処遇
改善加算（Ⅳ）

（介護報酬総単位数×14.9％加算）

上記⑤から⑦の要件に該当していること

項目
単位数

該当要件
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③ 減算額

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

( 円 : 円 ) ①

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

( 円 : 円 ) ②

( 円 : 円 )

( 円 : 円 ) ③

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

( 円 : 円 )

Ⅱ 運営基準（省令）で定められた「その他の費用」 (全額自己負担)

円 朝食   ７：００より提供いたします。

円 昼食　１２：００より提供いたします。

円 夕食　１８：００より提供いたします。

お客様の希望により提供した場合

お客様の希望により実施した場合

個別で使用するレクリエーション材料費等

（保険外のサービスを受ける場合は、計画作成担当者から説明の上、お客様の同意を得ることになります。）

円 月途中の入退居は日割り計算となります。

円 月途中の入退居は日割り計算となります。

円 月途中の入退居は日割り計算となります。

円 お客様の希望により交付した場合

要介護３ ８１ 単位

８５３ ８６

８５３ １７１

８５３ ２５６

要介護５ ８４ 単位

８８５ ８９

８８５ １７７

８８５ ２６６

要介護４ ８３ 単位

８７４ ８８

８７４ １７５

８７４ ２６３

身体拘束廃止
未実施減算

要支援２ ７５ 単位

７９０ ７９ やむを得ず身体的拘束等を行いその理由等を
記録していない場合、及び以下の措置を講じて
いない場合。７９０ １５８

７９０ ２３７

要介護１ ７５ 単位

７９０ ７９ 身体的拘束等の適正化のための対策を検
討する委員会を3月に1 回以上開催すると
ともに、その結果について、介護職員その
他の従業者に周知徹底を図ること。

７９０ １５８

７９０ ２３７

要介護２ ７９ 単位

８３２ ８４ 身体的拘束等の適正化のための指針を整
備すること。

８３２ １６７

８３２ ２５０ 介護職員その他の従業者に対し、身体的
拘束等の適正化のための研修を定期的に
実施すること。

内 容 の 説 明

家賃相当額

水光熱費 月額

管理費 月額 １７,０００

区　  分

１０

月額

１８,０００

1枚複写物の交付

以下の基準に適合していない場合。
①　 感染症や非常災害の発生時において、利用者
に対すサービスの提供を継続的に実施するため
の、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るた
めの計画（業務継続計画）を策定すること

②　当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる
こと
※令和７年３月31 日までの間、感染症の予防及び
まん延の防止のための指針の整備及び非常災害に
関する具体的計画の策定を行っている場合には、
虐待の発生又はその再発を防止するための以下の
措置が講じられていない場合。
・ 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレ
ビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催するとと
もに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
こと。
・ 虐待の防止のための指針を整備すること。
・ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期
的に実施すること。
・ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこ
と。

3)理美容費 実費相当額

4)その他日用品費 実費相当額

2)おむつ代 実費相当額

内 容 の 説 明

金　　額 （単　位）

６０,０００

区分

１食

１食1)食材料費

金　　額 （単　位）

４００

６００

５００１食

所定単位数の
3.0%を減算

所定単位数の
1.0%を減算

業務継続計画
未実施減算

高齢者虐待防止　　　
　　　措置未実施減

算
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8. 利用料金、その他の費用のお支払い方法

（1） 利用料、その他の費用は利用月ごとに計算し、請求いたします。

請求書は毎回のサービス提供の明細書を添えて、お渡しいたします。お客様が内容をご確認の上、利用月の翌月２８日に口座

振替にてお支払いください。

* 入金確認後、領収書を発行いたしますので、大切に保管してください。尚、領収書の再発行は致しかねます。

* 月払い利用料その他の支払いを正当な理由なく、３ヶ月以上遅滞する場合には、事業者はお客様に対し、本契約を解除

することがあります。

（2） 保険料の滞納等により法定代理受領ができなくなった場合、１ヶ月につき要支援又は要介護度に応じた金額をいただき、当事

業所からサービス提供証明書を交付します。

（3） サービス提供証明書を後日、保険者の窓口に提出しますと自己負担額を除く全額の払い戻しを受けられます。

保険適用外部分について料金改定する際には、１ヶ月以上前にお客様に文書で連絡します。

9. 入居にあたっての留意事項

（1） 対象は、要支援２又は要介護者、かつ認知症の状態にあり、少人数による共同生活を営むことに支障がない方とします。

ただし、認知症の原因となる疾患が、急性の状態にある場合には対象から除かれます。

（2） 入居に際しては、主治医の診断書等により、入居申込者が認知症の状態にあることを確認します。

（3） 入居申込者が入院治療を要する場合等、入居申込者に対して必要なサービスを提供することが困難であると認められた場合

は、適切な介護保険施設、医療機関等を紹介する等の適切な措置を速やかに講じます。

（4） お客様が退居する際は、退居後のお客様の生活環境及び介護の継続性に配慮し、あらかじめ必要な援助、指導を行うととも

に、居宅介護支援事業者等への情報提供、保健医療サービス又は福祉サービス機関等と密接な連携に努めます。

10. 事故発生時及び緊急時の対応

サービス提供中に容態の急変等の緊急事態や事故が発生した場合は、下記の方法で対応します。

（1） サービス提供中に事故が発生、又は容態の急変等の緊急事態が発生した場合は、事前の打ち合わせに沿って連絡いたしま

す。（お客様の主治医、救急隊、緊急連絡先（ご家族等）、お住まいの行政機関、その他等）

（2） 急を要する場合は、事業所の判断により救急車を要請し、事後報告となる場合もあります。

（3） 必要に応じて、警察、消防、市区町村、その他関連機関への連絡をいたします。

（4） 事故再発防止策として、事故報告書に基づき調査・検討をして防止策を講じます。

（5） 施設内の会議に事故事例を提出し、再発の防止に努めます。
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11. サービスの内容及び個人情報取り扱い等に関する苦情・相談について

サービスの内容及び個人情報取り扱い等に苦情・相談がある場合は、下記窓口にご連絡下さい。

12. 個人情報の保護について

（1） 事業者は、お客様及びお客様のご家族の個人情報を適切に取り扱うことは、介護・介護予防サービスに携わるものの重大な

責務と考え、事業者が保有する個人情報に関して適正かつ適切な取扱いに努め、個人情報に関連する法令その他関係法令、

厚生労働省のガイダンス及び当社プライバシーポリシーを遵守します。

① 事業者及び事業所の従業員は、正当な理由なくその業務上知り得たお客様及びご家族の秘密を漏らしません。

② 事業者及び事業所の従業員であったものは、退職後も正当な理由なくその業務上知り得たお客様及びご家族の秘密を

漏らしません。

③ 事業所ではお客様の医療上緊急の必要がある場合又は、サービス担当者会議等で必要がある場合、必要な範囲内でお

客様又はご家族の個人情報を利用します。

（2） 事業者が医療・介護関係事業者に委託をする場合、個人情報保護法及び厚生労働省ガイダンスの趣旨を理解し、それに則っ

た対応を行う事業者を選定し、かつ秘密保持契約を締結した上で情報提供し、委託先への適切な監督を行います。

13. 虐待防止の取り組みについて

本事業所は、虐待の発生を防止するため、以下の措置を講じます。

（1） 指針の策定及び掲示等

『利用者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為である』と認識し、関係法令に基づき虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底

するため、指針を策定し、施設内に掲示または備え付けの書面（紙ファイル等）、電子機器による電磁的記録の供覧等により

公表いたします。

（2） 委員会の開催

虐待防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に「虐待防止検討委員会」を設置し、年4回委員会を開催し、

次に掲げる事項について協議いたします。

① 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備及び職員への周知に関すること。

② 職員の人権意識を高めるための研修計画の策定に関すること。

③ 虐待予防、早期発見に向けた取り組みに関すること。

④ 虐待が発生した場合に、その対応に関すること。

⑤ 虐待が発生した場合に、その対応に関すること。

（3） 研修の実施

指針に基づき、虐待防止に関する研修を年2回の実施いたします。

あずみ苑津久井浜

【公的団体の窓口】

神奈川県横須賀市津久井一丁目１６番５７号

０４６－８３９－４４６６

受付時間　

所在地　

神奈川県国民健康
保険団体連合会

ＴＥＬ　　

受付時間　

所在地　

ＴＥＬ　　

【事業者の窓口】 所在地　

０４６－８２２－８２５３

０４５－３２９－３４４７

神奈川県横浜市西区楠町２７番地１

【市区町村の窓口】

８：３０～１７：１５

神奈川県横須賀市小川町１１番地

８：３０～１７：３０

8：30～１７：００

横須賀市役所　福祉部
介護保険課　給付係

ＴＥＬ　　

受付時間　
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14. 身体的拘束廃止の取り組みについて

（1) 指針の策定

（2）

①

②

③

④

（3） 研修の実施

指針に基づき、身体的拘束禁止に関する研修を年2回の実施いたします。

15. 記録の整備について

本事業所は、従業者、設備、備品、会計及び認知症対応型共同生活介護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から

５年間保存するものとする。

（1） 用紙で保管する場合

・ 鍵のかかる保管場所に保管します。外部に持ち出す場合は、持ち出し記録簿に記入し、管理します。

・ 記録の閲覧及び写しの交付は本人及びご家族に限り可能です。

・ 保管期間が終了した書類については、シュレッダーにかけた上で破棄します。

（2） 電子媒体で保存する場合

・ お客様のデータを保存するパソコンは、ログイン時パスワードを求める等のセキュリティを設定し、お客様のデータに対してア

クセス権限のない第三者が不正にパソコン操作を行うことができないようにします。

・ データの閲覧、利用に関して、データアクセス時にパスワードを要求する等のセキュリティを設定し、許可された者のみがアク

セスできるようにします。

・ 外部へのデータの持ち出しは禁止し、保存期間が終了したデータはパソコンより消去します。

身体的拘束禁止のための指針を策定し、お客様又は他のお客様等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束その他お客様の行動を制限する行為はいたしません。なお、緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合

には、事前にお客様又はそのご家族等に説明を行い、内容及び時間、その際のお客様の心身の状況、緊急やむを得なかっ

た理由を記録します。

委員会の開催

身体的拘束禁止に関して組織的対応を図ることを目的に「身体的拘束禁止委員会」を設置し、年4回委員会を開催し、次に掲

げる事項について協議いたします。

緊急やむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合に、その対応に関すること。

身体的拘束禁止対応策の担当者から、前回委員会の議事録及び身体的拘束の解除に向けての経過観察記録に

関すること。

身体的拘束の状況等を集計・分析し、身体的拘束の発生原因や結果等のとりまとめに関すること。

緊急をやむを得ず身体的拘束等を行なっている場合については、解除に向けた対策に関すること。
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16. 契約の解約、終了

（1） お客様からの解約

お客様は、事業者に対して１ヶ月以上前に事業者の定める契約解除届出書を届け出ることにより本契約を解約することが

できます。ただし、現実の入居日から３ヶ月以内の場合には、いつでも解約の申し出ができるものとします。

（2） 事業者からの契約解除

お客様が次のいずれかに該当した場合に、１ヶ月の催告期間をおいて契約を解除することがあります。

① 入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき

② 月払い利用料その他の支払いを正当な理由なく、３ヶ月遅滞するとき

③ 長期不在に関する届け出を行わずに６ヶ月以上不在にしたとき

④ お客様の行動が、他のお客様又は職員に危害を及ぼし、又は、その危害の切迫した恐れがあり、かつ事業所における

通常の介護方法又は接遇方法等ではこれを防止することができないとき

⑤ 共同生活の秩序を乱す行為があったとき

⑥ お客様の健康状態が悪化し、継続的に医療行為が必要となり、事業所で対応が困難であると判断したとき

17. 残置物の取扱い

お客様は、本契約終了後、事業所に残置しているお客様の所有物を直ちに撤去するものとし、お客様が直ちに撤去しなかった場

合は、事業所が撤去し、その費用を事業所の請求によりお客様が負担していただきます。

18. 損害賠償

サービスの提供にあたり、不可抗力による場合を除き、事業者の故意又は過失により事故が発生し、これによりお客様が損害を被っ

た場合、事業者はお客様に対し、当該損害の賠償を行います。ただし、当該事故の発生にお客様の故意、過失が寄与している場

合、損害賠償の額を減じ又はこれを行わないことがあります。

19. 非常災害対策

（1） 非常災害対策

① 災害対応 連絡網により可能な限り職員を招集します。また、ご家族に速やかにご連絡いたします。

② 防災設備 火災報知器、非常用放送設備などが備わっております。また、施設内各所に消火器を備え付けております。

③ 消防計画、業務継続計画（BCP）に基づき、消火訓練、避難誘導訓練、地震訓練、風水害想定訓練などの防災訓練、

感染者の発生を想定した机上訓練及び実地訓練および研修を実施いたします。 訓練日に当該施設を利用されている

お客様は訓練に参加していただく場合があります。 また、非常災害に関する訓練の実施については、地域住民の参加が

得られるよう連携に努めます。

（2）感染症対策の取り組みについて

① 指針の策定

当事業所の運営に関し、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、

かつ衛生上必要な措置を講ずるとともに、事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置

を講ずるための体制を整備することを目的に、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を定め、利用者の

安全確保を図ります。

② 委員会の開催

感染対策委員会は、定例開催するほか、必要に応じて開催することとし、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止に関す

る内容について協議いたします。

③ 研修の実施

指針に基づき、感染症対策に関する研修を年2回の実施いたします。

災害や感染症が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できるよう、業務継続計画（BCP）の策定、研修

の実施、訓練の実施等をおこない、業務継続に向けた取組の強化を図ります。

感染症が発生した場合であっても、研修の実施等をおこない、業務継続に向けた取組の強化を図ります。
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20. 地域との連携等

　  　本事業所は、認知症対応型共同生活介護の提供にあたっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び

　　　協力を行う等の地域との交流を図るものとする。

2 本事業は、認知症対応型協同生活介護の提供にあたっては、利用者及びその家族、地域住民の代表者、

本事業について知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成される協議会（以下、「地域連携推進会議」という。）を

2月に1回以上開催し、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を

聴く機会を設けるものとする。

3 本事業所は、第2項の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表するものとする。

21. その他

事業所に対する質問・要望等については事業所として適切に対応いたします。

介護予防認知症対応型共同生活介護・認知症対応型共同生活介護契約書の締結に際して､上記内容の説明を行い､交付しました。

年 月 日

東京都中野区本町二丁目５４番１１号

株式会社アズ・レジデンス

前田　隆博

上記内容について説明を受け、その全てについて同意し、交付を受けました。

説明者

氏名

身元引受人

氏名

住所

お客様 住所

【事業者】

説明日

第　1491901284　号事業所番号

所在地

事業者(法人)名

代表者名

事業所名

代表取締役

職名 氏名

あずみ苑津久井浜

印

印

印

印続柄
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下記公的窓口にも相談することが出来ます。担当窓口は各市町村により異なりますので、ご確認をお願い致します。

ご利用者様や、ご家族様の皆様の苦情や相談に適切に対応し、解決を図りながら、より良いサービスを提供する為に、苦
情相談窓口を設置しております。
皆様方のご意見・ご要望に基づきサービスの改善に努めてまいりたいと思いますので、率直なご意見をお聞かせ下さい。

【苦情解決責任者】 管理者

【事業者の窓口】 所在地　 神奈川県横須賀市津久井一丁目１６番５７号

苦　情　相　談　窓　口

事業所の名称 あずみ苑津久井浜

サービスの名称 介護予防認知症対応型共同生活介護・認知症対応型共同生活介護

神奈川県国民健康
保険団体連合会

ＴＥＬ　　 ０４５－３２９－３４４７

受付時間　 ８：３０～１７：１５

あずみ苑津久井浜

ＴＥＬ　　 ０４６－８３９－４４６６

受付時間　８:３０～１７：３０

【公的団体の窓口】 所在地　 神奈川県横浜市西区楠町２７番地１

【市町村の窓口】 所在地　 神奈川県横須賀市小川町１１番地

横須賀市役所　福祉部
介護保険課　給付係

ＴＥＬ　　 ０４６－８２２－８２５３

受付時間　 8：30～１７：００


